
 

小牧市告示第４６号  

 

 小牧市屋外広告物条例（令和７年小牧市条例第４１号。以下「条例」と

いう。）第３条第７号及び第８号並びに小牧市屋外広告物条例施行規則（令

和７年小牧市規則第４５号。以下「規則」という。）別表第２第２項第１号

ア及びイの規定に基づき、屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出す

る物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域を次のように指定する。 

 

  令和８年４月１日  

 

 

小牧市長  天  野  正  基       

 

 

１  条例第３条第７号及び第８号並びに規則別表第２第２項第１号ア及び

イの規定により市長が指定する区間及び区域  

(1) 道路  

区分  

 

 

 

道路名  

条 例 第 ３ 条

第 ７ 号 の 区

間 （ 禁 止 区

間）  

条 例 第 ３ 条

第 ８ 号 の 区

域 （ 禁 止 区

域）  

規 則 別 表 第

２ 第 ２ 項 第

１ 号 ア の 区

間 （ 許 可 区

間）  

規 則 別 表 第

２ 第 ２ 項 第

１ 号 イ の 区

域 （ 許 可 区

域）  

高 速 自 動 車

国 道 中 央 自

動 車 道 西 宮

線（通称中央

道）  

 全 区 間 の 路

端から 500 メ

ー ト ル 未 満

までの区域  

 全 区 間 の 路

端から 500 メ

ー ト ル 以 上

1,000 メート

ル ま で の 区

域  

高 速 自 動 車

国 道 中 央 自

動 車 道 西 宮

線（通称名神

 全 区 間 の 路

端から 500 メ

ー ト ル 未 満

までの区域  

 全 区 間 の 路

端から 500 メ

ー ト ル 以 上

1,000 メート



 

高速道路）  ル ま で の 区

域  

高 速 自 動 車

国 道 第 一 東

海 自 動 車 道

（ 通 称 東 名

高速道路）  

 全 区 間 の 路

端から 500 メ

ー ト ル 未 満

までの区域  

 全 区 間 の 路

端から 500 メ

ー ト ル 以 上

1,000 メート

ル ま で の 区

域  

一 般 国 道 41

号  

全区間  全 区 間 の 路

端から 100 メ

ー ト ル 未 満

までの区域  

 全 区 間 の 路

端から 100 メ

ー ト ル 以 上

1,000 メート

ル ま で の 区

域  

一般国道 155

号  

  全区間  全 区 間 の 路

端から 1,000

メ ー ト ル ま

での区域  

一般国道 155

号 （ バ イ パ

ス）  

  全区間  全 区 間 の 路

端から 1,000

メ ー ト ル ま

での区域  

備考  条例第３条第８号の区域 (禁止区域 )欄及び規則別表第２第２項第１

号イの区域（許可区域）欄に掲げる区域は、都市計画法（昭和 43 年法律

第 100 号）第８条第１項の規定により定められた商業地域及び近隣商業

地域並びに都市計画法第７条第２項の規定により定められた市街化区域

のうち令和２年国勢調査結果による人口集中地区に係る部分を除くもの

とする。  

(2) 鉄道  

区分  

 

 

条 例 第 ３ 条

第 ７ 号 の 区

間 （ 禁 止 区

条 例 第 ３ 条

第 ８ 号 の 区

域 （ 禁 止 区

規 則 別 表 第

２ 第 ２ 項 第

１ 号 ア の 区

規 則 別 表 第

２ 第 ２ 項 第

１ 号 イ の 区



 

 

鉄道名  

間）  域）  間 （ 許 可 区

間）  

域 （ 許 可 区

域）  

名 古 屋 鉄 道

株 式 会 社 小

牧線  

全区間    全 区 間 の 路

端から 1,000

メ ー ト ル ま

での区域  

備考  条例第３条第８号の区域 (禁止区域 )欄及び規則別表第２第２項第１

号イの区域（許可区域）欄に掲げる区域は、都市計画法（昭和 43 年法律

第 100 号）第８条第１項の規定により定められた商業地域及び近隣商業

地域並びに都市計画法第７条第２項の規定により定められた市街化区域

のうち令和２年国勢調査結果による人口集中地区に係る部分を除くもの

とする。  

 


